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3.2.4 施工計画 

3.2.4.1 施工方針 

本計画が実施される場合の基本事項は次のとおりである。

本計画は、日本政府と「ギ」国政府間で本計画に係る無償資金協力の交換公文が締結さ

れた後、日本政府の無償資金協力に従って実施される。

本計画の実施機関は「ギ」国の公共事業運輸省である。

本計画の詳細設計、入札関連業務および施工監理業務に係るコンサルタント業務は、日

本のコンサルタントが「ギ」国とのコンサルタント契約を締結し実施する。

本計画の橋梁工事は、入札参加資格審査の合格者による入札の結果、選定された日本業

者により、「ギ」国との工事契約を締結し実施する。

本計画の施工にあったっての基本方針は次のとおりである。

建設資機材および労務調達は「ギ」国から現地調達を基本とする。現地で調達できない

場合は、所要の品質供給能力が確保される範囲で最も経済的となる第三国、または日本

からの調達とする。

施工方法および工事工程は、現地の気象、地形、地質および橋梁の架かる河川特性等の

自然条件に合致したものとする。

可能な限り特殊機材や技術を必要としない一般的な工法を計画する。

適切な工事仕様および施工管理基準を設定するとともに、この基準を満足する建設業者

の現場管理組織、コンサルトの施工監理組織を計画する。

工事中の作業員および第三者に対する安全確保を徹底する。

工事による河川への水質汚染や増水時期の土砂流出を防止しするとともに、土取場およ

び砕石調達に関しては環境影響を軽減する処置を考慮する等、環境保全に努める。

3.2.4.2 施工上の留意事項 

(1) 河川の低水期・増水期への配慮

カアカ橋が架かる河川の地域、河川形状等の諸条件や、年間の低水期、増水期等の河川特

性を考慮し効率的な工程計画を設定する。以下にカアカ橋の架橋位置にある河川の特性およ

び施工上の留意事項を示す。
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河川特性

橋梁下を流れる Barandi川は Balan

山を源とする渓流であり、流速も

早い。現況河床は転石が多く、最

深部水深は約 20 cmである。

Barandi川は支川であり、架橋位置

より約 100 m 下流側で本流と合流

する。

施工上の留意点

渓流の支川のため水深が浅く、水位が施工に影響を与えることは少ないため、橋脚の施

工についてはオープン掘削とした。ただし、平均降水量が 1,000 mm/月を越える事が多い

7月、8月については、橋脚基礎部の施工は行わないものとする。基礎工については、支

持層が深いことから杭基礎とした。

(2) 周辺住民および工事関係者への安全配慮

サイト近くに村があるため、以下の第三者に対する安全対策を計画する。

工事占用帯の明示

迂回看板等の適正配置

工事中の警告看板の適正配置

保安要員の配置

また、現地の治安情勢を考慮し、以下の特別な安全対策を計画する。

PC桁製作ヤード、仮設ヤード、事務所、宿舎には 24時間体制で武装ガードを配置する。

事務所および宿舎には仮囲いに有刺鉄線を設置する。

日本人現場従業員、日本人技術者は戦争特約保険に加入する。

(3) 環境への配慮

深礎杭、場所打ち杭の施工は、泥水の流出による河川水質汚染防止措置（予備ポンプ・

タンク等の確保等）を講じる。

土取場・土捨場の選定については実施機関と協議の上、周辺環境に対して影響の少ない

箇所を選定のうえ、許認可を取得する。

工事車両による粉塵対策（散水等）を実施する。

関係者への環境情報の提供、掲示、教育。特に労働安全衛生、自然環境保護、保健（マ
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ラリア予防、性関連感染症の予防、AID／HIV 対策等）の教育実施

3.2.4.3 施工区分 

日本と「ギ」国政府が分担すべき事項は、表 3.2-7 のとおりである。

表 3.2-7 各国政府の負担区分 

項  目 内   容
負担区分

備   考
日本国 「ギ」国

資機材調達
資機材の調達・搬入 ○  

資機材の通関手続  ○ 

準 備 工 

工事に必要な用地の確保  ○ 現場事務所、資機材置場、作業場等

土取場・土捨場の確保  ○ 

廃材捨場の確保  ○ 

上記以外の準備工 ○  

本 工 事 橋梁工事 ○  

3.2.4.4 施工監理計画 

日本のコンサルタントが「ギ」国政府とのコンサルタント業務契約に基づき、詳細設計業務、

入札関連業務および施工監理業務の実施にあたる。

(1) 詳細設計業務

コンサルタントが実施する実施設計業務の主要内容は次のとおりである。

詳細設計

「ギ」国実施機関との着手協議、詳細設計、現地調査

詳細設計､図面作成

資材調達計画､事業費積算

(2) 入札関連業務

入札公示から工事契約までの期間に行う業務の主要項目は次のとおりである。

入札図書の作成

（上記詳細設計期間と並行して作成）

入札公示

入札業者の事前資格審査

入札実施

入札書の評価
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契約促進業務

(3) 施工監理業務

コンサルタントは、施工業者が工事契約および施工計画に基づき実施する工事の施工監理

を行う。その主要項目は次のとおりである。

測量関係の照査・承認

施工計画の照査・承認（環境配慮を含む）

品質管理

工程管理

出来形管理

安全管理

出来高検査および引き渡し業務

3.2.4.5 品質管理計画 

コンクリートの品質管理計画を表 3.2-8 に、土工および舗装工の品質管理計画を表 3.2-9 に示す。

表 3.2-8 コンクリート工の品質管理計画 

項  目 試 験 項 目
試験方法

（仕様書）
試 験 頻 度

セメント セメントの物性試験 AASHTO M85 試験練り前に 1回、その後コンクリート 500 m3

打設毎に 1 回あるいは原材料が変わった時点

細骨材 コンクリート用細骨

材の物性試験

AASHTO M6 試験練り前に 1 回、その後 500 m3毎に 1 回あ

るいは供給場所が変わった時点（納入業者の

ﾃﾞｰﾀ確認）

ふるい分け試験 AASHTO T27  毎月 1 回

粗骨材 コンクリート用粗骨

材の物性試験

AASHTO M80 試験練り前に 1 回、その後 500 m3毎に 1 回あ

るいは供給場所が変わった時点（納入業者の

ﾃﾞｰﾀ確認）

ふるい分け試験 AASHTO T27  毎月 1 回

水 水質基準試験 AASHTO T26 試験練り前に 1 回

コンクリー

ト

スランプ試験 AASHTO T119 2 回／日

エアー量試験 AASHTO T121 2 回／日

圧縮強度試験 AASHTO T22 各打設毎に 6 本の供試体、1 回の打設数量が大

きい場合には 75 m3毎に 6 本の供試体（7 日強

度－3 本、28 日強度－3 本）

温 度 － 2 回／日

塩分濃度試験 － 2 回／日

表 3.2-9 土工および舗装工の品質管理計画 
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項  目 試 験 項 目
試験方法

（仕様書）
試 験 頻 度

盛土工 密度試験（締固め） AASHTO T191 500 ㎡毎

路盤工 現場密度試験（締固

め）

AASHTO T191 1,000 m3毎

締固め及び一軸圧縮

試験

AASHTO T180 1,000 m3毎

アスファル

ト舗装工

アスファルト合材の

温度

出荷温度、敷均し

および転圧温度

測定

5 回／日

骨材のすり減り抵抗

試験

AASHTO T96 1,500m3毎に 1回あるいは供給場所が変わった

時点 （納入業者のデータ確認）

3.2.4.6 資機材等調達計画 

(1) 建設資材調達計画

サイトへの建設資材搬入道路は整備されており、資機材の調達路は確保されている。

サイト周辺の村では、小規模な商店程度しかないため、建設資材のほとんどは「ギ」国首

都コナクリからの調達となる。

現地で調達および生産できる主要資材は、砂、骨材、路盤材、生コン（現場生産）、木材

等でその他は、輸入品である。セメントについては、基本設計時には現地で輸入品を調達す

ることとなっていたが、現在、現地でセメントの製造が行われており、品質の面においても

PC 橋で使用する高強度セメントの入手が可能となったため、「ギ」国 国内産のものの調達

とした。

資材の調達方針は次のとおりである。

恒常的に輸入品が市場に供給されている場合は、これを調達する。

現地調達が不可能なものは、第三国または日本から調達とする。調達先は品質、価格、

調達の可能性および納期を勘案し決定する。

主要資材の調達区分をに示す。
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表 3.2-10 主要資材調達区分 

項   目
調 達 区 分

調 達 先 等
現 地 日本国 第三国

構造物用資材

砕石（コンクリート用） ○   サイト近郊から購入

セメント ○   コナクリ市内（国産品）

砂（コンクリート用） ○   サイト近郊から購入

玉石（石張り用） ○   サイト近郊から採取

盛土材（ラテライト） ○   土取場から採取

生コンクリート ○   現場製造

アスファルトコンクリート ○   コナクリ市内から購入

ストレートアスファルト ○   同 上

鉄筋：D12 ～ D32 ○   コナクリ市内（輸入品）

混和材（コンクリート用） ○   同 上

支承（PC桁用）   ○ 欧州諸国

PC鋼線

（PC用シースを含む）
  ○ 同 上

PVCパイプ：Ｄ＝50 ～ 200 ○   コナクリ市内から購入

規制標識 ○   同 上

仮設用資材

型枠用木材 ○   コナクリ市内から購入

型枠用合板 ○   同 上

支保工（木材）、

足場用丸太
○   同 上

型鋼   ○ 欧州諸国

燃料、油脂類 ○   コナクリ市内から購入

(2) 建設機械調達計画

建設機械の調達方針は以下のとおりである。

調査結果より現地建設業者が所有している一般的な機種、モデルの建設機械のリースは

可能である。ただし、現地建設業者が保有している建設機械のほとんどは年式が古く、

整備不良による故障も多く、数もさほど多くない。そのため、揚重機械、土工機械の主

要な機種は第三国または日本からの調達とする。

現地調達が困難な機械は第三国または日本からの調達とする。
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主要工事用建設機械の調達区分を表 3.2-11 に示す。

表 3.2-11 工事用建設機械調達区分 

機械名 仕様
賃借/ 
購入

調 達 区 分
調達理由 輸送ルート

現地 第三国 日本国

バックホウ 山積0.5 m3 賃借 ○   経済性 ｺﾅｸﾘ市内 ｻｲﾄ

バックホウ 山積0.8 m3 購入  ○  〃 ｺﾅｸﾘ港 ｻｲﾄ

ブルドーザ 15 t 購入  ○  〃 ｺﾅｸﾘ港 ｻｲﾄ

ブルドーザ 21 t 賃借 ○   〃 ｺﾅｸﾘ市内 ｻｲﾄ

モーターグレーダ 3.7 m 〃 ○   〃 ｺﾅｸﾘ市内 ｻｲﾄ

ロードローラ 10 - 12 t 〃 ○   〃 〃

タイヤローラ 8 - 20 t 〃 ○   〃 〃

振動ローラ 0.5 - 0.6 t 購入  ○  〃 ｺﾅｸﾘ港 ｻｲﾄ

振動ローラ 3 - 4 t 賃借 ○   〃 ｺﾅｸﾘ市内 ｻｲﾄ

ホイールローダ 2.4 m3 〃 ○   〃 〃

アスファルト

フィニッシャ
2.4 - 4.5 m 〃 ○   〃 〃

ダンプトラック 4.0 t 賃借 ○   〃 ｺﾅｸﾘ市内 ｻｲﾄ

ダンプトラック 10.0 t 購入  ○  〃 ｺﾅｸﾘ港 ｻｲﾄ

トラッククレーン 4.8 - 4.9 t吊 賃借 ○   〃 ｺﾅｸﾘ市内 ｻｲﾄ

クローラクレーン 80 t吊 購入  ○  〃 ｺﾅｸﾘ港 ｻｲﾄ

トレーラ 20 t 賃借 ○   〃 ｺﾅｸﾘ市内 ｻｲﾄ

トレーラ 40 t 〃 ○   〃 〃

場所杭機 ﾘﾊﾞｰｽｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝ 購入   ○ 調達困難 ｺﾅｸﾘ港 ｻｲﾄ

コンクリート

プラント
27 m3 / hr 〃  ○  経済性 〃

トラックミキサ 4.4 m3 〃  ○  〃 〃

発電発動機 60 kVA 〃  ○  〃 〃

発電発動機 100 kVA 賃借 ○   〃 ｺﾅｸﾘ市内 ｻｲﾄ

空気圧縮機 5.0 m3/min 〃 ○   〃 ｺﾅｸﾘ市内 ｻｲﾄ

3.2.4.7 実施工程 

実施設計、施工の実施工程を表 3.2-12 に示す。
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3.3 相手国側負担事業の概要 

本計画が実施される場合の「ギ」国政府の分担事項は以下のとおりである。

本計画の実施上必要な資料／情報の提供

工事のために必要な作業ヤード、資材置き場、現場事務所等の用地の提供

工事に必要な土取場、土捨場、産廃捨場用地の確保

本計画に関し、日本に口座を開設する銀行の手数料の負担

本計画の資機材輸入の免税措置、通関手続きおよび速やかな国内輸送のための措置

本計画に従事する日本人が「ギ」国へ入国および滞在するために必要な法的措置

本計画を実施するために必要な許認可の取得または発行

本計画により発生する土地収用における関係者からの文書による基本合意取り付け、工

事着手までの適切な土地収用の手続き、補償及び社会配慮モニタリングの実施

橋梁建設後の適切な使用および維持管理（取付道路、付帯施設を含む）

本計画実施において住民または第三者と問題が生じた場合、その解決への協力

両国の分担取り決めに基づく本計画実施上必要となる経費のうち、日本国の無償資金協

力によるもの以外の経費の負担

工事中のセキュリティ体制を強化、緊急時のセキュリティ体制などの安全確保

既存橋梁の安全管理の徹底（撤去、安全措置の実施）

環境モニタリングの実施
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3.4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

(1) 運営・維持管理体制

対象橋梁建設後の維持管理については、コヤ県道路維持管理部が定期点検を実施、キンデ

ィア州公共事業局に報告し、点検結果は公共事業運輸省の中央道路維持管理局（DNER）に

集約される。この定期点検結果に基づき、補修工事が必要な場合には、金額に応じて州公共

事業局または DNER が道路維持管理基金（FER）を財源とし、民間企業との補修工事契約に

て実施する。道路については、道路維持管理契約課の道維持管理契約セクション、舗装道路

維持管理契約セクションが民間企業と維持管理契約を結ぶ。契約金額が小さい場合は指名競

争入札、大きい場合は一般競争入札としている。

FER の財源はガソリン税であり、ガソリン 1L 当たり 250 ギニアフラン（GNF）を徴収し

ており、2012 年には約 160 十億 GNF の税収があり、そのほとんどを道路維持管理工事に当

てている。道路維持管理工事は FER の税収の増加（5 年前と比較し 3 倍以上）に応じて増え

ており、また、今後ガソリン税は 1L 当たり 350GNF に増税する予定であり、さらなる増収が

見込まれているため、ギニア国の道路維持管理体制がさらに強化される見通しである。

本プロジェクトで架け替えられる橋梁は、維持管理が容易なコンクリート製であるため、

当面大規模な補修は不要であり、必要な維持管理業務を実施するに当たり技術的に困難な問

題は無い。

(2) 維持管理業務の内容

必要な維持管理業務は次のとおりである。橋梁の維持管理のための下部工検査路を設置す

ることにより、支承部の定期点検、清掃が可能である。

定期点検・日常維持管理：定期点検、支承部・路面・排水施設・橋梁付属物の清掃

補修：橋面舗装のパッチング、橋面舗装の打ち替え、路面標示・歩車道境界ブロック・

ガードレールの蛍光塗料の再塗布、その他破損箇所の補修

(3) 現状の維持管理業務の実施状況と留意点

橋面および道路の清掃状況は良好である。ただし、橋梁の手摺り破損箇所、アプローチ道

路舗装の損傷箇所の補修が十分に実施されていない橋梁がある。

事業効果を十分に発現・持続させるため、橋梁及び取付道路の維持管理を十分に行い、常

に良好な走行条件を保つとともに、施設の耐久性の向上を図ることが重要であり、特に次の

点に留意する必要がある。

定期的に点検を行い、施設の状況を常に把握しておくこと。

清掃、特に排水施設、支承部とその近傍の清掃を十分に行うこと。

維持管理に必要な予算を確保すること。
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3.5 プロジェクトの概略事業費 

3.5.1 協力対象事業の概略事業費 

(1) 「ギ」国側負担経費  401 百万ギニアフラン(約 4.74 百万円) 

アドバイジングコミッション

及びペイメントコミッション 179 百万ギニアフラン（約 2.11 百万円）

土地収用費（土地収用に伴う補償費） 149 百万ギニアフラン（約 1.76 百万円）

既存橋梁の撤去 73 百万ギニアフラン（約 0.87 百万円）

（安全管理等の観点から必要な場合）

(2) 積算条件

(a) 積算時点：平成 25 年 1 月

(b) 為替交換レート： 1US$＝82.43 円、1EUR＝106.51 円

 1US$＝6,973.45GNF（ギニアフラン）

(c) その他：積算は、日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。

なお、本事業は予備的経費を想定した案件となっている。但し、予備的経費の可否及

びその率については外務省によって別途決定される。

3.5.2 運営・維持管理費 

維持管理に必要な年間の費用は、

カアカ橋 ：10,164 US$（71 百万ギニアフラン）

と見込まれる。その内訳を表 3.5-1 に示す。
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表 3.5-1 カアカ橋の主な維持管理項目と年間費用 

過去 10 年間の道路維持管理基金（FER）の道路・橋梁の維持管理費を表 1.3-1 に示す。

表 3.5-2 道路維持管理基金（FER）の道路・橋梁の維持管理費（単位：百万ギニアフラン） 

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

予算 57,651 91,588 101,254 153,571 159,222 
支出 46,450 46,454 95,150 135,733 131,709 

道路維持管理基金（FER）の道路・橋梁の維持管理予算は、ガソリン使用の増加を背景に年々

増加し 2012 年度は約 160 十億 GNF となっている。そのため、カアカ橋の定期点検の年間費用

は 2012年予算の 0.001％、日常維持管理および補修の年間費用は 2012年道路・橋梁の維持管理

費予算の 0.005％であり、財政上問題は無い。

単位：US$
1．定期点検（中央道路維持管理局）

施 設 名 点 検 項 目 巡回の頻度 点検人員 使 用 資 機 材 所要数量 金  額

橋 梁

舗 装

排 水 施 設

路 面 標 示

躯 体

護岸・護床

橋 梁 施 設

取 付 道 路

舗 装

路 肩 ・ 法 面

排 水 施 設

路 面 標 示

ｸﾗｯｸ、不陸、ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ等

土砂、障害物の有無

損傷、変形、汚れ、剥離

橋面､橋台､橋脚

ｸﾗｯｸ、損傷、崩壊等

吊り設備、手摺等の損傷

ｸﾗｯｸ、不陸、ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙ等

雨水による侵食、崩壊崩壊等

土砂、障害物の有無

損傷、変形、汚れ、剥離

 12回/年
所要日数1日/回

2名 スコップ、ハンマー、

カマ、バリケード

小型トラック

延24人日/年

延12台日/年

240.0 

1,800.0 

小 計 2040.0 

2．日常維持管理（中央道路維持管理局が民間へ発注）

施 設 名 実 施 項 目 清掃の頻度 実施人員 使 用 資 機 材 所要数量 金  額

清 掃

排 水 施 設

舗 装

ジ ョ イ ン ト

路 肩

橋 梁

路 面 標 示

土砂、障害物の撤去

清掃

清掃

草刈り、清掃

清掃

清掃

 4回/年
所要日数4日/回

5名
スコップ、バリケード、

草刈機、ほうき、工具

小型トラック

延80人日/年

延 8台日/年

1,200.0 

1,800.0 

小 計 3,000.0 

3．補 修（中央道路維持管理局が民間へ発注）

施 設 名 実 施 項 目 補修の頻度 実施人員 使 用 資 機 材 所要数量 金  額

橋 梁

躯 体

舗 装

排 水 施 設

護 岸 ・ 護 床

橋 梁 施 設

取 付 道 路

舗 装

路 肩 ・ 法 面

路 面 標 示

破損部分の補修

ｸﾗｯｸのｼｰﾙ、ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙのﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

破損部分の補修

破損部分の補修

手摺の部分的なペイント等

ｸﾗｯｸのｼｰﾙ、ﾎﾟｯﾄﾎｰﾙのﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ

損傷部分の補修

再塗装

  2回/年
所要日数7日/回

6名
パッチング

小型トラック

路盤工、基層工、表層工

路面標示ペイント

延84人日/年
 43.0m2/年
延 7台日/年

 12.0m2/年

  23m/年

1,260.0 
1,346.0 
1,575.0 

901.0 

42.0 
小 計 5,124.0 

日常維持管理・補修 合 計 10,164.0 
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第 4 章 プロジェクトの評価

4.1 事業実施のための前提条件 

EIE の承認については、2008 年に取得済みであり、現在も有効である。用地取得に関する住

民との合意は 2011 年に取得済みであるが、本体工事の事前資格審査公示前までに、補償を完了

させる必要がある。

また、本プロジェクトに係る建設許可、関税手続き、免税については、協議議事録に基づき

「ギ」国が行う必要がある。

4.2 プロジェクト全体計画達成のために必要な相手方投入（負担）事項 

プロジェクト実施時における中央施設局の担当者の配置、環境社会配慮モニタリングの実施

が必要である。

4.3 外部条件 

プロジェクトの効果を発現・持続するには、協力対象施設及び周辺道路の適切な維持管理を

実施し、路面状況の改善・向上を図り、円滑な交通を確保することが必要である。また、武装

強盗などが出没しないような治安の改善・向上を図ることが望まれる。

4.4 プロジェクトの評価 

4.4.1 妥当性 

以下の点から、我が国の無償資金協力により協力事業を実施することは妥当であると判断さ

れる。

(1) プロジェクトの直接裨益対象は、対象橋梁に位置する幹線道路沿いの多数の住民である。

コナクリ市の約 160 万人、コヤ県の約 37 万人、ドッブレカ県の約 12 万人、フォレカリア

県の約 39 万人、計 250 万人

(2) プロジェクトの間接裨益対象者は、貧困層を含む「ギ」国国民である。（「ギ」国約 1,050

万人） 

(3) プロジェクトの効果として、安定交通の確保、交通の円滑化、社会経済の活性化、沿道住

民の貧困削減等があり、住民の生活改善に寄与する。 

(4) 「ギ」国側が独自の資金と人材・技術で完成後の運営管理を行うことができ、過度に高度

な技術を必要としない。 

(5) 本プロジェクトは、「ギ」国におけるインフラ整備の最重要プロジェクトの 1 つに位置付け

られ、また、他ドナーの支援による幹線道路整備事業の方向性と合致する。 

(6) 本プロジェクトにおいては、環境面の負の影響がほとんどない。 
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4.4.2 有効性 

(1) 定量的効果

指標名
基準値

（2013 年）

目標値

（2018 年【事業完成 3 年後】）

走行速度（km/h） 15 60 
通過時間（秒） 108 13 

(2) 定性的効果

(a) 「ギ」国 国内における物流の強化、安定化に伴う社会・経済の活性化、雇用創出、貧

困削減

(b) 国際物流機能の向上による経済の活性化

(c) 歩行者、車両の安全性向上
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1. 調査団員・氏名

2. 調査行程

3. 関係者（面会者）リスト

4. 討議議事録（M/D）

5.「ギ」国政府とのテクニカルミーティングに関する覚書

6. 交通量調査結果

7. 評価指標について
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1. 調査団員氏名、所属 

（1）現地調査（2013 年 1 月 21 日～2013 年 2 月 10 日）

総括 ：芦野 誠（JICA 経済基盤開発部） 

計画管理 ：福井 貴規（JICA 経済基盤開発部） 

業務主任／道路交通計画 ：中村 友彦（片平エンジニアリング・インターナショナル） 

橋梁設計／道路設計 ：大橋 恵一（片平エンジニアリング・インターナショナル） 

調達事情／施工計画／積算 ：玉置 隆一（片平エンジニアリング・インターナショナル） 

自然条件調査 ：香野 拓司（片平エンジニアリング・インターナショナル） 

環境社会配慮 ：海口 光恵（片平エンジニアリング・インターナショナル） 

通訳（仏語） ：芹沢 紀靑（片平エンジニアリング・インターナショナル） 

（2）概略設計 概要説明（2013 年 3 月 31 日～2013 年 4 月 7 日）

総括 ：芦野 誠（JICA 経済基盤開発部） 

計画管理 ：福井 貴規（JICA 経済基盤開発部） 

業務主任／道路交通計画 ：中村 友彦（片平エンジニアリング・インターナショナル） 

橋梁設計／道路設計 ：大橋 恵一（片平エンジニアリング・インターナショナル） 

通訳（仏語） ：鈴木 源太郎（片平エンジニアリング・インターナショナル） 
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：
0
0
　
国
際
協
力
省
、
公
共
事
業
運
輸
省
と
の
協
議

J
I
C
A

コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト

4
4

木

1
0
：
0
0
　
国
際
協
力
省
、
公
共
事
業
運
輸
省
と
の
協
議

1
5
：
0
0
　
環
境
省

コ
ナ
ク
リ
　
→
　
ダ
カ
ー
ル

J
I
C
A
セ
ネ
ガ
ル
事
務
所
　
報
告

ダ
カ
ー
ル
　
→
　
パ
リ

1
0
：
0
0
　
国
際
協
力
省
、
公
共
事
業
運
輸
省
と
の
議
事
録
へ
の
署
名

1
4
：
3
0
　
在
ギ
ニ
ア
日
本
大
使
館
　
報
告

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
関
連
、
コ
ナ
ク
リ
大
学

研
究

所
、

農
業

省
研

究
所

　
見

積
徴

取
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資料 3 関係者（面会者）リスト
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3.関係者（面会者）リスト 

1) 在ギニア日本大使館 特命全権大使 中野直継

経済協力担当 山本圭吾

2) JICA セネガル事務所 次長 岩本園子

次長 柴田和直

所員 砂﨑浩二

所員 都木歩

3) 国際協力省 アフリカアジア総局長 Abdoulaye FOFANA 
南・東アジア部長 SANE Oumar 
日本、インド課長 Almamy Moussa BAH 

4) 公共事業・運輸省 国家大臣 S.E. Elhadj Ousmane BAH 
事務次官 Dr. Ahmadou GUEYE 

中央施設局長
El hadji Souleymane 
DOUMBOUYA 

中央施設副局長 Ibrahima SOW 
中央道路維持管理局長 Benjamin DANDOUNO 
中央道路維持管理副局長 Alseny BARRY 
運輸顧問 Lansana KOIVOGUI 
中央施設局調査部長 Koulako KOUROUMA 
中央施設局、カウンターパ

ート
Ousmane KEITA 

道路維持管理基金 (FER)
援助受け入れ会計課長

Bachir DIALLO 

5) 環境・水・森林省 官房長 Elhadj Mamady CONDE 
ギニア調査、環境評価事務

所(BGEEE)、局長
SIDIBE  

BGEEEプロジェクト評価部

長
Aboubakar SYLLA 

BGEEE 総務財務課長 Aboubakar TOURE 
BGEEEモニタリング、評価、

能力強化課長
Mohamed Lamine CAMARA 

水、森林局、自治体、私有

林部長
Koundouno ELIE FARA 

水森林局職員 Nana KOULIBALY 
6) 都市化・住宅・建設省 官房長 Mme Mariama BANGOURA 

整備担当顧問 Diaka Mady KABA 
法務顧問 Mamadouba CAMARA 
キンディア州住宅局長 Resfella TOURE 

7) 政府事務局 政府労働局長 Tamba Fidel LENO 
8) 予算省 中央予算局副局長 Thierno Amadou BAH 
9) 計画省 中央計画局長 Elhadj Abdoulaye TOURE 

中央統計局副局長 Diané BABA 
人口、社会統計部長 Mamadou Badian DIALLO 

10) 国家統計局 部長 Namory DIAKITE 
職員 Mme Halimatou DIALLO 

11) コヤ県 県知事 Comdt. Abdourahamane KEITA 
12) デュブレカ県 県知事 Mme Aicha SAKHO 
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自治体、地方分権担当次官 Siriuma KOUROUMA 
13) 農業省 中央土壌課 土壌保全係長 Ousmane BANGOURA 

探査・マッピング係長 Yaya SAKHO 
14) コナクリ大学

 環境調査研究センター
副所長 Amirou DIALLO 

生物多様性部長 Alpha Issaga PALLE DIALLO 
微生物ラボ係長 Abdoul DIALLO 
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資料 4 討議議事録（M/D）
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(1) 現地調査
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ギニア共和国

「幹線国道橋梁改修計画」準備調査

協議議事録

ギニア共和国（以下、「ギニア」）の要請を踏まえ、日本国政府は幹線国道橋梁改修

計画（以下、「プロジェクト」）の協力準備調査（以下、「調査」）を実施することを決定

し、独立行政法人国際協力機構（以下、「JICA」）に調査を委託した。
JICAは、経済基盤開発部参事役の芦野誠を団長とする協力準備調査団（以下、「調査

団」）を 2013年 1月 22日から 2月 8日までギニアに派遣した。
調査団はギニア政府関係者と協議を行い、現地調査を実施した。協議および現地調

査を通して、双方は付属書に記述された主要事項について確認した。調査団は、さらに

調査を継続し、協力準備調査報告書を作成する。

2013年 2月 7日 コナクリ

日本国 ギニア共和国

国際協力機構 公共事業運輸省

協力準備調査団長 中央施設局

芦野誠 副局長

イブラヒマ ソウ

ギニア共和国

国際協力省

アフリカ・アジア総局

局長アブドゥライ フォファナ
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１．プロジェクトの目的

本プロジェクトは、幹線国道上の橋梁を架け替え／改修することにより、同線上の

円滑、安全な交通を確保し、人・物の流れを促進し、同国の発展に寄与することを目的

とする。

２．調査の目的

本調査は、現在のギニアにおける社会経済情勢等を踏まえ、2007年から 2008年に
かけて実施された基本設計調査（以下、「基本設計調査」）結果のレビューを行い、必要

に応じて、プロジェクトコストや設計内容等の更新を行うことを目的とする。

３．調査の対象

ギニア側と調査団（以下、「双方」）は、基本設計調査において対象とした 4橋梁の
うち、以下の 2橋梁を調査の対象とすることを確認した。
・国道 1号線上の Kaaka橋
・国道 3号線上の Soumba橋
また、双方は、最終的なプロジェクトの対象は、調査結果を踏まえ、日本国政府に

より決定されることを確認した。

調査対象地域図を別添１に示す。

４．主管官庁及び実施機関

本プロジェクトの主管官庁は国際協力省であり、実施機関は公共事業運輸省である。

組織図を別添２、別添３に示す。

５．無償資金協力スキーム

調査団は、別添４に示した日本の無償資金協力スキーム及び主な負担事項の内容を

説明し、ギニア側はこれを理解した。

６．ギニア側負担事項

 ギニア側は、調査の円滑な実施のために、以下の事項について協力することを約束し

た。

（１）調査を行うために必要な関連データ、情報、および資料の提供

（２）調査団より提示された質問票への回答

（３）カウンターパートの提供および調整役として以下の役割の実行

・調査団が必要とする機関、省庁、工場、企業等との連絡および面談を設定すること

・現地調査および他の訪問先へ調査団に同行すること、また宿泊場所、作業場所、交
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通手段、必要な許認可の取得、その他の便宜を図ること

・データや情報の収集のために可能な限り調査団の補助および助言をすること

（４）調査の適切な実行のために、民間地及び制限されている場所への立ち入りおよ

び写真撮影の許可を取得すること

（５）団員の安全を確保するために必要と思われる方策を取ること

（６）計画を策定し報告書を作成するため、「ギ」国で制限されているデータ、地図お

よび資料を日本に持ち帰る許可を得ること

７．環境社会配慮

（１）ギニア側は、調査団が説明した JICA環境社会配慮ガイドラインを理解し、プロ
ジェクトが実施される場合には同ガイドラインを考慮することに同意した。

（２）ギニア側は、2008年に持続的開発・環境省によって承認された環境影響評価
（EIE）報告書（以下、「EIE報告書」）が現時点においても有効であることを調
査団に報告した。

（３）ギニア側は、本調査結果により設計変更が生じる場合には、日本側から 2013年
2月中に提供される概略設計の情報に基づき、EIE報告書の更新の必要性の有無
について、2013年 3月末までに JICAセネガル事務所および在ギニア日本国大
使館に正式に報告することを約束した。

（４）ギニア側は、EIE報告書の更新が必要となる場合には、環境水森林省によって承
認された更新版の EIE報告書を完成させ、2013年 4月末までに JICAセネガル
事務所および在ギニア日本国大使館に正式に報告することを約束した。

（５）調査団は、EIE報告書は、JICA環境社会配慮ガイドラインに基づき、JICAの
HPで公表する必要があることを説明し、ギニア側はこれを理解した。

（６）ギニア側は、Kaaka橋、Soumba橋の架け替えにあたって発生する土地・家屋・
その他施設の収用について、既に文書で合意がとれていることを調査団に報告

した。

（７）ギニア側は、ギニアにおける現行の法令及び規定に則り、家屋や樹木等の価格

評価を行い、土地収用委員会による関連する所有者との交渉を経て補償額を決

定し、工事の入札公示までに適切な補償金の支払い、土地収用手続きを完了す

ることを約束した。

（８）調査団は、本調査を通じて作成する「環境チェックリスト」、「モニタリングフ

ォーム」は、準備調査報告書（案）説明時に合意し、MDに添付する必要がある
ことを説明し、ギニア側はこれを理解した。

８．調査スケジュール

（１）調査団は、引き続き 2013年 2月 8日までギニアにおける現地調査を継続する。
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（２）調査団は、調査結果に基づき各橋梁の基本設計のレビューを行い、EIE報告書の
更新の必要性を判断するのに必要な情報について、2013年 2月中にギニア側に
連絡する。

（３） JICAは準備調査報告書（案）をフランス語で作成し、その説明調査団を 2013
年 4月頃にギニアに派遣する。

（４）準備調査報告書（案）の内容がギニア政府により概ね了承されれば、JICAは最
終報告書を作成し、2013年 6月までにギニアに送付する。

９．その他協議事項

（１）ギニア側は、プロジェクトの実施に際して、別添４に示した事項に加え、以下

の事項について自らの費用で実施することを約束した。

・既存橋梁の撤去（必要な場合）

・プロジェクトの実施に必要な土捨場、廃材捨場の確保

・プロジェクトによって改修された橋梁の維持管理に必要な予算と人員の確保

（２）双方は、概略事業費等、公正な入札手続きに影響を与え得る資料について、入

札完了まで関係者以外に開示しないことを確認した。

別添： １．調査対象地域図

    ２．国際協力省組織図

    ３．公共事業省組織図

    ４．日本の無償資金協力スキーム
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無償資金協力

日本国政府はODA業務に係る質の改善を図るため組織改革を行い、その一環として2008年10月1日

に新JICA法が施行された。本法及び日本国政府の決定に基づき、JICAが無償資金協力の実施機関と

なった。

無償資金協力とは被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する援助で、被援助国が自国の経済・社

会の発展のために役立つ施設、資機材及び役務（技術あるいは輸送等）を調達するのに必要な資金を、我

が国の関係法令に従って以下のような原則により贈与するものである。日本国政府が資材・機材、設備等

を直接に調達して現物供与する形態はとっていない。

1. 無償資金協力実施の手順

我が国の無償資金協力は次のような手順により行われる。

・協力準備調査   JICAにより実施

・審査及び承認   日本国政府及びJICAによる審査、閣議による承認

・実施の決定    日本国政府と被援助国間の口上書交換

・贈与契約     JICAと被援助国間の契約締結

・実施       贈与契約に基づくプロジェクトの実施

2. 調査の位置づけ

（1）調査の内容

JICAが実施する協力準備調査の目的は、JICA及び日本国政府が無償資金協力の審査を行う際に

必要な基礎的資料（判断材料）を提供することであり、その内容は以下のとおりである。

－ プロジェクトの背景、目的、効果並びに実施に必要な被援助国側関関係機関の能力の確認

－ 無償資金協力実施の妥当性について技術面、財政面、社会・経済面での検証

－ プロジェクトの基本構想について双方で確認

－ プロジェクトの概略設計策定

－ 概略事業費の積算

なお、要望された内容が全てそのまま協力の対象となるのではなく、我が国の無償資金協力の

スキーム等を勘案し、基本構想が確認される。

また、無償資金協力として実施するに当たって、JICAは被援助国側の自助努力を求める立場から

被援助国にも必要な措置を求めており、この措置が実施を担当する機関以外の所管事項である場合で

あってもその実施の担保を求めるものであり、最終的には被援助国政府の関係する機関全てとの確認

別添4
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をミニッツにより行う。

（2）コンサルタントの選定

調査の実施に際してJICAは登録業者の中からプロポーザル方式によりコンサルタントを選定す

る。

（3）調査結果

調査報告書はJICAによって検討され、無償資金協力の妥当性が確認された後、JICAは無償資金

協力実施に係る審査を日本国政府に提言する。

3. 無償資金協力のスキーム

（1）交換公文（E/N）及び贈与契約（G/A）

 無償資金協力が閣議によって承認の後、交換公文（E/N）が日本国政府と被援助国政府との間で

署名され、引き続きJICAと被援助政府との間で贈与契約（G/A）が締結される。G/Aは支払条件、

被援助国の責務、調達条件といった、当該プロジェクトの実施に必要とされる条項を定めるもの

である。

（2）コンサルタントの選定

技術的一貫性を保つため、協力準備調査を実施したコンサルタントは、E/N及びG/Aの後の当該

プロジェクトに引き続き従事するため、JICAによって被援助国へ推薦される。

（3）調達適格国

無償資金協力の資金は、原則として、日本国又は被援助国の生産物ならびに日本国民又は被援

助国民の役務を購入するために使用される。なお、無償資金協力の資金はJICA及び被援助国政府

（又は政府が指定する当局）が必要と認める場合には第三国（日本国又は被援助国以外）の生産

物の購入又は役務の購入にも使用することが可能である。但し、無償資金協力を実施するに当た

って必要とするプライムコントラクター、即ち、コンサルタント、施工業者及び調達業者は「日

本国民」に限定される（ここでいう「日本国民」という語は日本国の自然人又はその支配する日

本国の法人を意味する）。

（4）「認証」の必要性

被援助国政府（又は政府が指定する当局）が行う「日本国民」との契約は「円貨建」で締結され、か

つ、JICAによる「認証」を必要とする。「認証」は贈与財源が日本国民の税金であることによる。

（5）被援助国に求められる措置

無償資金協力が実施されるに際して被援助国政府は別紙のような措置等が求められる。
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（6）「適正使用」

無償資金協力により建設される施設及び購入される機材が、適正かつ効果的に維持され、使用

されること、並びにそのために必要な要員等の確保を行うこと。また、無償資金協力によって負

担される経費を除き必要な維持・管理費全ての経費を負担すること。

（7）「輸出及び再輸出」

無償資金協力により購入される生産物は被援助国より輸出あるいは再輸出されてはならない。

（8）銀行取極（B/A）

a) 被援助国政府（又は指定された当局）は日本国内の銀行に被援助国政府名義の口座を開設する

必要がある。JICAは認証された契約に基づいて被援助国政府又は政府が指定する当局が負う債

務の弁済に充てるための資金を右勘定に「日本円」で支払うことにより無償資金協力を実施す

る。

b) JICAによる支払いは被援助国政府又は政府が指定する当局が発行する「支払授権書（A/P）」

に基づいて「銀行」が支払請求書をJICAに提出した時に行われる。

（9）支払授権書（A/P）

被援助国政府は、銀行取極を締結した銀行に対し、支払授権書の通知手数料及び支払い手数料

を負担しなければならない。

（10）社会環境配慮

被援助国政府は当該プロジェクトに対して社会環境配慮を確保しなければならない。また、

被援助国の環境規制及び「JICA社会環境配慮ガイドライン」に従わなければならない。
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番号 負担事項
日本無償によ
る負担

被援助国によ
る負担

1
●

2

1) 日本から受け取り国への製品の海上（空路）輸送 ●

2) 荷揚げ港での製品の免税手続きと通関 ●

3) 荷揚げ港からプロジェクトサイトへの国内輸送 ●

3
●

4

●

5
●

6
●

7

1) A/P発給手数料 ●

2) 支払手数料 ●

8 ●

(B/A : 銀行取極,  A/P : 支払授権書)

無償資金協力により建設されるもの以外で、プロジェクトの実施に必要となるその他の費用の負担

B/Aに基づき金融サービスを行う日本の銀行に対する下記費用の負担

無償資金協力の実施においてなされるべき環境社会配慮

両国政府による主な負担事項

プロジェクト用地の確保及びサイトクリアランス

受け取り国の荷揚げ港での荷下ろしと通関の確実な実施および内陸輸送の援助

製品やサービスの購入に関して賦課される関税、国内税やその他賦課金の免除

日本国民および第三国人に対して、当該者の製品供給と当該者が業務遂行に必要となる受取国へ
の入国や入国後の宿泊に必要な支援業務に関連して必要になる便宜供与

無償資金協力により建設された施設を適切に維持管理し、適正かつ効果的に使用すること

別紙
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ギニア共和国 

「幹線国道橋梁改修計画」準備調査 

協議議事録 

2013 年 1月に独立行政法人国際協力機構（以下、「JICA」）は、ギニア共和国（以下、

「ギニア」）に幹線国道橋梁改修計画（以下、「プロジェクト」）のために協力準備調査

団を派遣し、協議、現地調査及び国内における技術解析に基づき、準備調査報告書案を

作成した。 

上記準備調査報告書の内容に関してギニア関係者への説明及び協議を行うために、

JICA は経済基盤開発部参事役の芦野誠を団長とする協力準備調査団（以下、「調査団」）

を 2013 年 4 月 1日から 4月 5日までギニアに派遣した。 

協議の結果、双方は付属書に記述された主要事項について確認した。 

2013 年 4月 4 日 コナクリ 

日本国 ギニア共和国 

国際協力機構 公共事業運輸省 

協力準備調査団長 中央施設局 

芦野誠 局長 

 エルハジ スレイマン ドゥムブイヤ 

ギニア共和国 

国際協力省 

アフリカ・アジア総局 

局長 

アブドゥライ フォファナ 
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１．プロジェクトの対象 

調査団は、協力準備調査の対象とした 2橋梁のうち、カアカ橋の架け替えをプロジ

ェクトの対象とすることについて説明し、ギニア側は了承した。 

２．準備調査報告書案の内容 

ギニア側は、調査団より説明された準備調査報告書案の内容について原則同意し、

了承した。 

３．無償資金協力スキーム 

ギニア側は、2013 年 2月 7 日に署名された協議議事録の別添 4に記載された日本の

無償資金協力のスキームとギニア側が実施すべき必要な措置について確認した。 

また、ギニア側は、調査団はプロジェクトの実施を約束する立場にはなく、これは

日本政府により決定されるものであることを理解した。 

４．調査工程 

 JICA は確認された事項に従って最終報告書を作成し、2013 年 6 月までにギニアに送

付する。 

５．概算事業費 

 双方は別添１に示すプロジェクトの概算事業費について、プロジェクトの全ての契約

が締結されるまで、第三者に対し開示しないことを合意した。 

 また、調査団は別添１に示す概算事業費は予備費を含むことを説明し、ギニア側はこ

れを了承した。なお、予備費は自然災害や想定外の自然条件等による追加費用をカバー

するためのものである。予備費を含め、E/N に記載される最終的な事業費は日本政府に

よる審査を経て決定する。 

６．環境社会配慮 

（１） 本プロジェクトは、大規模な道路・橋梁に該当せず、かつ、影響を及ぼしやす

い特性及び影響を受けやすい地域に該当しないため、JICA 環境社会配慮ガイド

ライン（2010 年 4 月）に基づき、カテゴリーBとされている。 

（２） ギニア側は、2008 年 8月に持続的開発・環境省によって承認された環境影響評

価（EIE）報告書（以下、「EIE 報告書」）は現時点においても有効であり、協力

準備調査結果を踏まえて概略設計が変更されたカアカ橋の架け替えにおいても、

EIE 報告書の更新は必要無いことを調査団に説明した。 

（３） 双方は、2011年 6月 23日時点で、本プロジェクトに必要な土地は公共用地 1.5ha
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であり、この土地は農地として民間に利用されていることを確認した。土地収

用に加え、本プロジェクトにより農作物が失われる。 

（４） ギニア側は、カアカ橋の架け替えに伴い発生する果樹・樹木、土地収用に係る

補償内容について、2011 年 6 月に文書で関係者の合意が取れていることを調査

団に説明した。 

（５） ギニア側は、ギニアにおける現行の法令及び JICA 環境社会配慮ガイドライン

（2010 年 4 月）規定に則り、家屋や樹木等の価格評価を行い、土地収用委員会

による関連する所有者との交渉を経て補償額を決定し、2013 年 8月 1 日までに

適切な補償金の支払い、土地収用手続きを完了することを約束した。 

（６） 調査団は、失われる資産は再取得価格に基づき補償され、補償方法が PAP に説

明され、また十分なステークホルダー協議にて合意された事を確認した。 

（７） 調査団は、土地収用に十分な予算が確実に確保され、プロジェクト事業費に組

み入れられていることを確認した。 

（８） 双方は、別添２の環境チェックリストに示す環境社会配慮上の影響及び緩和策

を確認した。ギニア側は、本計画による環境社会配慮上の影響に大きな変更が

生じた場合はこれらを変更し、JICA へ報告することを約束した。 

（９） 双方は、別添３に示す環境モニタリング計画に従い、公共事業運輸省の責任の

下、環境モニタリングを行うことを確認した。 

（10）ギニア側は、工事実施前及び工事期間中の環境モニタリングについて、請負業者

が実施する環境モニタリング結果を別添４に示す環境モニタリングフォームに

記載のうえ、月報に添付して半年毎に JICA に報告することを約束した。 

また、ギニア側は、プロジェクト完了後 3年間、別添４に示す環境モニタリン

グフォームを半年毎に JICA に報告することを約束した。 

なお、双方は、合意されたモニタリング期間終了後、JICA が環境配慮面からの

改善の必要があると認める場合には、JICA は、ギニア側と JICA 側の合意に従っ

て問題が適切に対処されることを確認するまで、モニタリング期間及び報告期

間の延長を要求することができる事を合意した。 

（11）双方は、別添５に含まれる社会配慮事項のモニタリングが公共事業運輸省中央施

設局環境社会管理計画モニタリング課により実施されることを確認した。ギニ

ア側は土地収用の進捗状況を土地収用が完了するまでモニタリングする事を了

承した。ギニア側は、モニタリングの結果を別添５に記入したうえ、2013 年 5

月、6月、7月、8月に JICA に報告する事を約束した。双方は、取り組む必要が

ある課題が残った場合、JICA は、ギニア側と JICA 側の合意に従って問題が適切

に対処されることを確認するまで、モニタリング期間及び報告期間の延長を要

求することができる事を合意した。 

（12）ギニア側は、環境保護価値化法に記載の手順に基づき、環境モニタリング結果の
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情報公開を行うことを確認した。また、調査団はギニア側に環境モニタリング結

果を本プロジェクトのステークスホルダーに公開することを要求し、ギニア側は

それを環境・水・森林省が発行する環境新聞及び JICA のホームページで公開す

ることを了承した。 

７．重要事項 

ギニア側は、協力準備調査の対象とした 2橋（カアカ橋、スンバ橋）のうち、

カアカ橋のみが日本の支援により実施されることを確認した。スンバ橋につい

て、重度に老朽化した状態、ECOWAS 基準に対応していない幾何特性、担ってい

る重交通、トランスアフリカハイウエイ（Nouakshott から Lagos まで）に関す

る戦略的な位置づけを考慮し、ギニア側は日本側に対し、日本によって調査が

行われた本橋梁の架け替えを改めて要望する。 

８．その他協議事項 

（１） ギニア側は、プロジェクトの実施に際して、2013 年 2 月 7日に署名された協議

議事録の別添４に記載された事項に加え、以下の事項について自らの費用で実施

することを約束した。 

・プロジェクトの実施上必要な資料、情報の提供 

・工事のために必要な作業ヤード、資材置き場、産廃捨場用地の確保 

・日本に口座を開設する銀行手数料の負担 

・資機材輸入の免税措置、通関手続き及び速やかな国内輸送のための措置 

・プロジェクトに従事する日本人がギニアへ入国及び滞在するために必要な法

的措置 

・プロジェクトを実施するために必要な許認可の取得または発行 

・プロジェクトによって建設された橋梁の適切な使用及び維持管理（取付道路、

付帯施設を含む） 

・プロジェクトの実施において住民または第三者と問題が生じた場合の解決へ

の協力 

（２） ギニア側は、カアカ橋の既存橋を存置する場合は、ギニア側の責任において安

全管理等を徹底することを約束した。また、ギニア側は、必要に応じてカアカ

橋の既存橋を撤去する場合は、ギニア側負担により実施することについて了承

した。 

（３）ギニア側は、工事中のサイトの安全確保のために、セキュリティ要員や設備・機

器を増強することにより現在のセキュリティ体制を強化するとともに、緊急時に

セキュリティ要員がサイトや請負業者が設置した宿泊設備に駆けつけることがで

きる体制を整備することを約束した。 
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別添： １．概算事業費 

    ２．環境チェックリスト 

    ３．環境モニタリング計画 

    ４．環境モニタリングフォーム 

    ５．社会配慮モニタリングフォーム 

以上
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秘 

別添 1 

プロジェクトコスト 

 

（1）日本の無償資金協力により負担される費用 

 

 

 

 

施工・調達業者契約認証まで非公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）ギニア側により負担される費用 

 

① アドバイジングコミッション 

及びペイメントコミッション 179,867,000 ギニアフラン 

② 土地収用費（土地収用に伴う補償費）   149,107,560 ギニアフラン 

③ 既存橋梁の撤去              73,585,421 ギニアフラン 

（安全管理等の観点から必要な場合） 

 

注：上記金額は概算であり、変更の可能性がある。 
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記
以
外
に
、
必
要
な
場
合
に
は
現
地
の
所
管
官
庁
か
ら
の
環
境
に
関
す
る
許
認
可
は

取
得
済
み
か
。

N
な
し

(a
) プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
お
よ
び
影
響
に
つ
い
て
、
情
報
公
開
を
含
め
て
現
地
ス

テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
適
切
な
説
明
を
行

い
、
理
解
を
得
て
い
る
か
。

Y
B

/D
の
際
に
実
施
。
ス
ン
バ
橋
サ
イ
ト
の
住
民
が
参
加
。
そ
の
後
、
土
地
収
用
に
つ
い
て
、

M
TP
と
現
地
住
民
と
の
間
で
協
議
・
同
意
済
み
。

(b
) 住
民
等
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
を
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
内
容
に
反
映
さ
せ
た
か
。

Y

(3
)代

替
案

の
検

討
(a

) プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
計
画
の
複
数
の
代
替
案
は
（
検
討
の
際
、
環
境
・
社
会
に
係
る
項

目
も
含
め
て
）
検
討
さ
れ
て
い
る
か
。

Y
B

/D
の
際
に
「
周
辺
環
境
へ
の
影
響
」
の
項
目
を
含
め
た
比
較
検
討
を
実
施
済
み
。

(a
) 通

行
車
両
等
か
ら
排
出
さ
れ
る
大
気
汚
染
物
質
に
よ
る
影
響
は
あ
る
か
。
当
該
国

の
環
境
基
準
等
と
整
合
す
る
か
。

Y
施
工
中
に
影
響
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
低
公
害
の
機
材
等
を
使
用
す
る
。

環
境
管
理
計
画
（

PG
ES
）
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、

W
B

/W
H

O
の
基
準
で
判
断
す
る
。

(b
) ル
ー
ト
付
近
に
お
い
て
大
気
汚
染
状
況
が
既
に
環
境
基
準
を
上
回
っ
て
い
る
場
合
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
更
に
大
気
汚
染
を
悪
化
さ
せ
る
か
。
大
気
質
に
対
す
る
対
策
は
取
ら
れ
る
か
。

N
現
在
上
回
っ
て

い
る
情
報
な
し
。

PG
ES

で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、

W
B

/W
H

O
の
環
境
基

準
で
判
断
す
る

。
必
要
に
応
じ
て
、

PG
ES

を
変
え
て
対
応
策
を
講
じ
る
。

(a
) 盛

土
部
、
切
土
部
等
の
表
土
露
出
部
か
ら
の
土
壌
流
出
に
よ
っ
て
下
流
水
域
の
水

質
が
悪
化
す
る
か
。

N
カ
ア
カ
橋
で
は
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
盛
土
を
や
め
、
環
境
負
荷
の
小
さ
い
設
計
に
変
更
す

る
予
定
。
ス
ン
バ
橋
は
流
域
内
に
盛
土
が
な
い
た
め
、
水
質
の
悪
化
は
な
い
。

(b
) プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
周
辺
の
井
戸
等
の
水
源
へ
の
影
響
は
あ
る
か
。

Y
施
工
中
に
影
響
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
濁
水
の
流
出
防
止
を
目
的
に
沈
澱
池
を
設
置

す
る
。

(a
) 通

行
車
両
や
鉄
道
に
よ
る
騒
音
・
振
動
は
当
該
国
の
基
準
等
と
整
合
す
る
か
。

PG
ES

で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、

W
B

/W
H

O
の
基
準
で
判
断
す
る
。

(b
) 通
行
車
両
や
鉄
道
に
よ
る
低
周
波
音
は
当
該
国
の
基
準
等
と
整
合
す
る
か
。

PG
ES

で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、

W
B

/W
H

O
の
基
準
で
判
断
す
る
。

(1
) 保

護
区

(a
) サ

イ
ト
は
当
該
国
の
法
律
・
国
際
条
約
等
に
定
め
ら
れ
た
保
護
区
内
に
立
地
す
る

か
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
保
護
区
に
影
響

を
与
え
る
か
。

N

(a
) サ

イ
ト
は
原
生
林
、
熱
帯
の
自
然
林
、
生
態
学
的
に
重
要
な
生
息
地
（
珊
瑚
礁
、

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
湿
地
、
干
潟
等
）
を
含

む
か
。

N
な
し

(b
) サ
イ
ト
は
当
該
国
の
法
律
・
国
際
条
約
等
で
保
護
が
必
要
と
さ
れ
る
貴
重
種
の
生
息
地
を

含
む
か
。

N
な
し

(c
) 生
態
系
へ
の
重
大
な
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
場
合
、
生
態
系
へ
の
影
響
を
減
ら
す
対
策
は

な
さ
れ
る
か
。

N
重
大
な
影
響
は
な
し
。

(d
) 野
生
生
物
及
び
家
畜
の
移
動
経
路
の
遮
断
、
生
息
地
の
分
断
、
動
物
の
交
通
事
故
等

に
対
す
る
対
策
は
な
さ
れ
る
か
。

Y
PG

ES
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
必
要
に
応
じ
て

PG
ES

を
変
え
て
対
応
策
を
講
じ
る
。

(e
) 橋
梁
・
道
路
が
出
来
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
発
に
伴
う
森
林
破
壊
や
密
猟
、
砂
漠
化
、
湿
原

の
乾
燥
等
は
生
じ
る
か
。
外
来
種
（
従
来
そ
の
地
域
に
生
息
し
て
い
な
か
っ
た
）
、
病
害
虫
等

が
移
入
し
、
生
態
系
が
乱
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
か
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
対
策
は
用
意
さ
れ
る

Y
EI

E 報
告
書
の
中
で
、
密
猟
の
増
加
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

PG
ES

で
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
し
、
必
要
に
応
じ
て

PG
ES

を
変
え
て
対
応
策
を
講
じ
る
。

(3
)水

象
(a

) 構
造
物
の
設
置
に
よ
る
水
系
の
変
化
に
伴
い
、
地
表
水
・
地
下
水
の
流
れ
に
悪
影

響
を
及
ぼ
す
か
。

N
な
し

(a
) ル

ー
ト
上
に
土
砂
崩
壊
や
地
滑
り
が
生
じ
そ
う
な
地
質
の
悪
い
場
所
は
あ
る
か
。

あ
る
場
合
は
工
法
等
で
適
切
な
処
置
が

な
さ
れ
る
か
。

N
な
し

(b
) 盛
土
、
切
土
等
の
土
木
作
業
に
よ
っ
て
、
土
砂
崩
壊
や
地
滑
り
は
生
じ
る
か
。
土
砂
崩
壊

や
地
滑
り
を
防
ぐ
た
め
の
適
切
な
対
策
が
な
さ
れ
る
か
。

N
な
し

(c
) 盛
土
部
、
切
土
部
、
土
捨
て
場
、
土
砂
採
取
場
か
ら
の
土
壌
流
出
は
生
じ
る
か
。
土
砂
流

出
を
防
ぐ
た
め
の
適
切
な
対
策
が
な
さ
れ
る
か
。

N
な
し

(a
) プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
に
伴
い
非
自
発
的
住
民
移
転
は
生
じ
る
か
。
生
じ
る
場
合

は
、
移
転
に
よ
る
影
響
を
最
小
限
と
す

る
努
力
が
な
さ
れ
る
か
。

N
住
民
移
転
な
し

１ 許 認 可 ・ 説 明

(1
)E

IA
お

よ
び

環
境

許
認

可

(2
) 現

地
ス

テ
ー

ク
ホ
ル

ダ
ー

へ
の

説
明

２ 汚 染 対 策

(1
)大

気
質

(2
) 水

質

(3
) 騒

音
・

振
動

３ 自 然 環 境

(2
) 生

態
系

(4
)地

形
・

地
質
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環
境
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

(b
) 移
転
す
る
住
民
に
対
し
、
移
転
前
に
補
償
・
生
活
再
建
対
策
に
関
す
る
適
切
な
説
明
が

行
わ
れ
る
か
。

Y
住
民
移
転
は
な
い
が
、
土
地
収
用
あ
り
。

M
TP
と
住
民
と
の
間
で
既
に
協
議
し
合
意
済
み
。
補

償
内
容
が
記
さ
れ
た
レ
タ
ー
も
作
成
済
み
。

(c
) 住
民
移
転
の
た
め
の
調
査
が
な
さ
れ
、
再
取
得
価
格
に
よ
る
補
償
、
移
転
後
の
生
活
基

盤
の
回
復
を
含
む
移
転
計
画
が
立
て
ら
れ
る
か
。

Y
土
地
収
用
に
つ
い
て
、
補
償
対
象
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
住
民
の
合
意
済
み
。
補
償
内
容
が
記

さ
れ
た
レ
タ
ー
も
作
成
済
み
。
補
償
費
の
算
定
は
再
取
得
価
格
に
よ
り
算
定
。

(d
) 補
償
金
の
支
払
い
は
移
転
前
に
行
わ
れ
る
か
。

Y
事
業
開
始
前
に
支
払
予
定
。
補
償
額
も
決
定
済
み
。
イ
ン
フ
レ
を
考
慮
し
て
、
補
償
額
が
若

干
変
更
す
る
可
能
性
あ
り
。

(e
) 補
償
方
針
は
文
書
で
策
定
さ
れ
て
い
る
か
。

Y
レ
タ
ー
作
成
済
み
。

(f)
 移
転
住
民
の
う
ち
特
に
女
性
､子
供
､老
人
､貧
困
層
､少
数
民
族
・
先
住
民
族
等
の
社
会

的
弱
者
に
適
切
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
計
画
か
。

N
土
地
収
用
対
象
者
が
限
定
的
。

(g
) 移
転
住
民
に
つ
い
て
移
転
前
の
合
意
は
得
ら
れ
る
か
。

Y
土
地
収
用
に
つ
い
て
、
住
民
と
協
議
し
合
意
済
み
。

(h
) 住
民
移
転
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
体
制
は
整
え
ら
れ
る
か
。
十
分
な
実
施
能
力
と

予
算
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か
。

Y
国
の
予
算
確
保
済
み

(i)
 移
転
に
よ
る
影
響
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
計
画
さ
れ
る
か
。

N
住
民
移
転
な
し

(j)
 苦
情
処
理
の
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
て
い
る
か
。

N
土
地
収
用
委
員
会
を
設
置
し
、
苦
情
が
出
た
場
合
は
対
応
す
る
。

(a
) 新

規
開
発
に
よ
り
橋
梁
・
ア
ク
セ
ス
道
路
が
設
置
さ
れ
る
場
合
、
既
存
の
交
通
手

段
や
そ
れ
に
従
事
す
る
住
民
の
生
活
へ

の
影
響
は
あ
る
か
。
ま
た
、
土
地
利
用
・
生

計
手
段
の
大
幅
な
変
更
、
失
業
等
は
生

じ
る
か
。
こ
れ
ら
の
影
響
の
緩
和
に
配
慮
し

た
計
画
か
。

Y

雇
用
機
会
の
創
出
な
ど
、
正
の
影
響
が
あ
る
。

(b
) プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
そ
の
他
の
住
民
の
生
活
に
対
し
悪
影
響
を
及
ぼ
す
か
。
必
要
な
場

合
は
影
響
を
緩
和
す
る
配
慮
が
行
わ
れ
る
か
。

N
な
し

(c
) 他
の
地
域
か
ら
の
人
口
流
入
に
よ
り
病
気
の
発
生
（

H
IV
等
の
感
染
症
を
含
む
）
の
危
険

は
あ
る
か
。
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
公
衆
衛
生
へ
の
配
慮
は
行
わ
れ
る
か
。

Y
人
の
往
来
に
よ

る
感
染
症
の
リ
ス
ク
が
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

PG
ES

で
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
し
、
必
要

に
応
じ
て

PG
ES

を
変
え
て
対
応
策
を
講
じ
る
。

(d
) プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
周
辺
地
域
の
道
路
交
通
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
か
（
渋
滞
、
交
通

事
故
の
増
加
等
）
。

N
な
し

(e
) プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
っ
て
住
民
の
移
動
に
障
害
が
生
じ
る
か
。

N
な
し

(f)
 陸
橋
等
に
よ
る
日
照
阻
害
、
電
波
障
害
は
生
じ
る
か
。

N
な
し

(3
) 文

化
遺

産
(a

) プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
り
、
考
古
学
的
、
歴
史
的
、
文
化
的
、
宗
教
的
に
貴
重
な
遺

産
、
史
跡
等
を
損
な
う
恐
れ
は
あ
る
か

。
ま
た
、
当
該
国
の
国
内
法
上
定
め
ら
れ
た

措
置
が
考
慮
さ
れ
る
か
。

N
な
し

(4
) 景

　
観

(a
) 特

に
配
慮
す
べ
き
景
観
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
れ
に
対
し
悪
影
響
を
及
ぼ
す
か
。

影
響
が
あ
る
場
合
に
は
必
要
な
対
策
は

取
ら
れ
る
か
。

N
な
し

(a
) 当

該
国
の
少
数
民
族
、
先
住
民
族
の
文
化
、
生
活
様
式
へ
の
影
響
を
軽
減
す
る
配

慮
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

N
該
当
せ
ず

(b
) 少
数
民
族
、
先
住
民
族
の
土
地
及
び
資
源
に
関
す
る
諸
権
利
は
尊
重
さ
れ
る
か
。

N
該
当
せ
ず

(a
) プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
遵
守
す
べ
き
当
該
国
の
労
働
環
境
に
関
す
る
法
律
が
守

ら
れ
る
か
。

Y
PG

ES
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
必
要
に
応
じ
て

PG
ES

を
変
え
て
対
応
策
を
講
じ
る
。

(b
) 労
働
災
害
防
止
に
係
る
安
全
設
備
の
設
置
、
有
害
物
質
の
管
理
等
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係

者
へ
の
ハ
ー
ド
面
で
の
安
全
配
慮
が
措
置
さ
れ
て
い
る
か
。

Y
PG

ES
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
必
要
に
応
じ
て

PG
ES

を
変
え
て
対
応
策
を
講
じ
る
。

(c
) 安
全
衛
生
計
画
の
策
定
や
作
業
員
等
に
対
す
る
安
全
教
育
（
交
通
安
全
や
公
衆
衛
生
を

含
む
）
の
実
施
等
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
者
へ
の
ソ
フ
ト
面
で
の
対
応
が
計
画
・
実
施
さ
れ
る

か
。

Y
PG

ES
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
必
要
に
応
じ
て

PG
ES

を
変
え
て
対
応
策
を
講
じ
る
。

(d
) プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
係
す
る
警
備
要
員
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
者
・
地
域
住
民
の
安
全
を

侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か
。

Y
PG

ES
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
必
要
に
応
じ
て

PG
ES

を
変
え
て
対
応
策
を
講
じ
る
。

(a
) 工

事
中
の
汚
染
（
騒
音
、
振
動
、
濁
水
、
粉
じ
ん
、
排
ガ
ス
、
廃
棄
物
等
）
に
対

し
て
緩
和
策
が
用
意
さ
れ
る
か
。

Y
PG

ES
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
必
要
に
応
じ
て

PG
ES

を
変
え
て
対
応
策
を
講
じ
る
。

４ 社 会 環 境

(1
) 住

民
移

転

(2
) 生

活
・

生
計

(5
) 少

数
民

族
、

先
住
民

族

(6
)労

働
環

境
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環
境
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

(b
) 工
事
に
よ
り
自
然
環
境
（
生
態
系
）
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
か
。
ま
た
、
影
響
に
対
す
る
緩
和

策
が
用
意
さ
れ
る
か
。

Y
PG

ES
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
必
要
に
応
じ
て

PG
ES

を
変
え
て
対
応
策
を
講
じ
る
。

(c
) 工
事
に
よ
り
社
会
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
か
。
ま
た
、
影
響
に
対
す
る
緩
和
策
が
用
意

さ
れ
る
か
。

Y
PG

ES
で
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
必
要
に
応
じ
て

PG
ES

を
変
え
て
対
応
策
を
講
じ
る
。

(a
) 上

記
の
環
境
項
目
の
う
ち
、
影
響
が
考
え
ら
れ
る
項
目
に
対
し
て
、
事
業
者
の
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
が
計
画
・
実
施
さ
れ
る
か

。
Y

PG
ES

 に
は
、
影
響
の
項
目
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
活
動
の
内
容
、
指
標
、
確
認
源
・
手
段
、
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
の
頻
度
、
責
任
者
が
各
項
目
別
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

M
TP

, M
O

Eへ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

で
は
、
事
業
開
始
か
ら
終
了
ま
で
、
両
省
が
協
力
し
て
継
続
性
の
あ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施

す
る
と
の
回
答
を
得
た
。

(b
) 当
該
計
画
の
項
目
、
方
法
、
頻
度
等
は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。

PG
ES
の
中
に
、
水
質
、
土
壌
の
質
、
大
気
質
、
音
響
環
境
な
ど
関
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
指
標
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
確
認
手
段
（
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
検
査
報
告
書
な
ど
）
、
頻
度
（
毎
週
、
毎

月
な
ど
）
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

(c
) 事
業
者
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
（
組
織
、
人
員
、
機
材
、
予
算
等
と
そ
れ
ら
の
継
続
性
）
は

確
立
さ
れ
る
か
。

Y
M

TP
, M

O
Eへ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
事
業
開
始
か
ら
終
了
ま
で
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
委
員
会
（
環

境
・
水
・
森
林
省
、
公
共
事
業
運
輸
省
で
構
成
さ
れ
る
）
が
継
続
性
の
あ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実

施
す
る
と
の
回
答
を
得
た
。

(d
) 事
業
者
か
ら
所
管
官
庁
等
へ
の
報
告
の
方
法
、
頻
度
等
は
規
定
さ
れ
て
い
る
か
。

Y
事
業
者
：
公
共
事
業
運
輸
省
、
所
管
官
庁
：
環
境
・
水
・
森
林
省
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
委
員
会
を

設
置
し
て
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
。

(a
) 必

要
な
場
合
は
、
道
路
、
鉄
道
、
林
業
に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
該
当
チ
ェ
ッ

ク
事
項
も
追
加
し
て
評
価
す
る
こ
と
（

大
規
模
な
伐
採
を
伴
う
場
合
等
）
。

(b
) 必
要
な
場
合
に
は
送
変
電
・
配
電
に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
該
当
チ
ェ
ッ
ク
事
項
も
追
加

し
て
評
価
す
る
こ
と
（
送
変
電
・
配
電
施
設
の
建
設
を
伴
う
場
合
等
）
。

環
境
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト
使
用

上
の

注
意

(a
) 必

要
な
場
合
に
は
、
越
境
ま
た
は
地
球
規
模
の
環
境
問
題
へ
の
影
響
も
確
認
す
る

（
廃
棄
物
の
越
境
処
理
、
酸
性
雨
、
オ

ゾ
ン
層
破
壊
、
地
球
温
暖
化
の
問
題
に
係
る

要
素
が
考
え
ら
れ
る
場
合
等
）
。

注
１
）

　
表

中
『

当
該
国
の
基
準
』
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
基
準
と
比
較
し
て
著
し
い
乖
離
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要

に
応
じ
対
応
策
を
検
討
す
る
。

当
該
国

に
お

い
て

現
在
規
制
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
項
目
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
以
外
（
日
本
に
お
け
る
経
験
も
含
め
て
）
の
適
切
な

基
準
と
の
比
較
に
よ
り
検
討
を
行
う
。

注
２
）

　
環

境
チ

ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
は
あ
く
ま
で
も
標
準
的
な
環
境
チ
ェ
ッ
ク
項
目
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
事
業
お
よ
び
地
域
の
特
性

に
よ
っ
て
は
、
項
目
の
削
除
ま
た
は
追
加
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

５ そ の 他

(1
) 工

事
中

の
影

響

(2
) モ

ニ
タ

リ
ン

グ

６ 留 意 点

他
の

環
境

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の

参
照
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別添 3 

環境モニタリング計画

環境項目 観測項目 観測場所 観測頻度 実施機関

【建設前】【建設中】

大気質 SO2, NO2, SPM サイト 雨季、乾季各 1 回 工事請負業者

水質

pH, 濁度  (NTU), 水温 , 色 , 電気伝導度

(mS/m), SS (浮遊物質), BOD (酸素要求量), 
DO (溶存酸素), 大腸菌

サイト

下流
雨季、乾季各 1 回 工事請負業者

騒音・振動 騒音レベル、振動レベル サイト 1 回/3 ヶ月 工事請負業者

【供用中】建設後 3 年間

水質

pH, 濁度  (NTU), 水温 , 色 , 電気伝導度

(mS/m), SS (浮遊物質), BOD (酸素要求量), 
DO (溶存酸素), 大腸菌

サイト

下流
雨季、乾季各 1 回 公共事業運輸省
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環境モニタリングフォーム（1）
【建設前及び建設中】

1.大気質

項目（単位）
測定値

（平均値）

測定値

（最大値）
参考値（WHO 基準）

観測

場所
観測頻度

実施

機関

SO2
350µg/m3/1hour 

125µg/m3/24hours サイト
雨季、乾季

各 1 回

工事請負

業者

NO2
200µg/m3/1hour 
40µg/m3/1year サイト

雨季、乾季

各 1 回

工事請負

業者

SPM 150-230µg/m3/24hours 
60-90µg/m3/1year サイト

雨季、乾季

各 1 回

工事請負

業者

2.水質

項目（単位）
測定値

（平均値）

測定値

（最大値）

参考値

（WHO 基準 飲料水用) 
観測

場所
観測頻度

実施

機関

pH 6.5-8.0 サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

工事請負

業者

濁度（NTU） 5 サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

工事請負

業者

水温 - サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

工事請負

業者

色 15 サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

工事請負

業者

電気伝導度

（mS/m）
150 サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

工事請負

業者

SS（浮遊物質） - サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

工事請負

業者

BOD 
（酸素要求量）

- サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

工事請負

業者

DO（溶存酸素） - サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

工事請負

業者

大腸菌 - サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

工事請負

業者

3.騒音・振動

項目（単位）
測定値

（平均値）

測定値

（最大値）
WHO 基準

観測

場所
観測頻度

実施

機関

騒音レベル 100-110dB/4hours サイト
1 回/3 ヶ月 工事請負

業者

振動レベル - サイト
1 回/3 ヶ月 工事請負

業者
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環境モニタリングフォーム（2）

【供用中】建設後 3 年間

1.水質

項目（単位）
測定値

（平均値）

測定値

（最大値）

参考値

（WHO 基準 飲料水用) 
観測

場所
観測頻度

実施

機関

pH 6.5-8.0 サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

公共事業

運輸省

濁度（NTU） 5 サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

公共事業

運輸省

水温 - サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

公共事業

運輸省

色 15 サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

公共事業

運輸省

電 気 伝 導 度

（mS/m）
150 サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

公共事業

運輸省

SS（浮遊物質） - サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

公共事業

運輸省

BOD 
（酸素要求量）

- サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

公共事業

運輸省

DO（溶存酸素） - サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

公共事業

運輸省

大腸菌 - サイト

下流

雨季、乾季

各 1 回

公共事業

運輸省
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社会配慮モニタリングフォーム
【建設前及び建設中、供用中】

1.苦情処理

No. 日付 苦情の内容 対応
解決/
未解決

実施機関

1 公共事業運輸省

2 公共事業運輸省

3 公共事業運輸省

2.補償の進捗

活動内容 済 ／ 未済 完了予定日 ／ 完了日 実施機関

補償費の評価 公共事業運輸省

補償費の決定 公共事業運輸省

補償費の支払い 公共事業運輸省
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